
地方分権を確立するための三位一体改革の実現を求める意見書
平成 年度における国の予算編成は、三位一体改革の名の下に、

本来あるべき国・地方を通ずる構造改革とは異なり、市町村の財政

運営の基幹たる財源である地方交付税等の地方一般財源の大幅な削

減が行われたが、これは国の財政健全化方策に特化されたものと受

け取らざるを得ず、地方公共団体の行財政運営の実情を踏まえたも

のとなっていないことは誠に遺憾である。

特に、平成 年度の税源移譲については、国庫補助負担金の廃止

に伴う本格的な税源移譲が先送りされ、命綱である地方交付税等の

地方一般財源の削減のみが突出した対策は、本市の行財政運営に致

命的な打撃を与え、市民生活及び地域経済に多大な影響をもたらす

事態を招来している。

よって、政府及び国会においては、２年目を迎える三位一体改革

が地方分権の理念に基づいた真の地方分権改革となるよう、以下の

事項についてその実現を強く求める。

記

１、地方交付税制度については、財源保障及び財源調整の両機能を

堅持し、地方の実情等を十分踏まえ、その所要総額を確保するこ

と。特に、地方交付税総額は、平成 年度以前の水準以上を確保

すること。

２、税源移譲については、平成 年度において基幹税による３兆円

規模の税源移譲を先行決定し、実施すること。

３、国庫補助負担金については、地方分権の理念に沿った廃止・縮

減を行うとともに地域の実態を踏まえ、単なる地方公共団体への

負担転嫁は絶対行わないこと。

４、三位一体改革に当たっては、全体像と工程表を早急に示し、地

方公共団体の意向を尊重し行財政運営に支障が生ずる事がないよ

う対処すること。。

第二名神高速道路建設に関する意見書
関西・中部の二大都市圏を結ぶ第二名神高速道路は、第二東名高

速道路とともに我が国の骨格を成し、既存の名神高速道路とともに

互いに補完し合いながら交通機能を分担する新たな国土軸であり、

その整備に多大なる期待が寄せられている。

しかし、昨年 月の国土開発幹線自動車道建設会議においては、

第二名神高速道路の大津 城陽間と、八幡 高槻間を抜本的見直し

区間とされ、一旦施行命令が出されたにもかかわらず改めて再検討

を行なうという方針転換がなされ、沿線地域では困惑と落胆をせず

にはいられない状況にある。

よって、政府・国会におかれては、国及び地方の健全な発展と、

信頼性高い高速道路ネットワーク構築のために、第二名神高速道路

が欠くことのできない道路であることを深く認識され、下記事項に

ついて実施されることを強く要望する。

記

１、直ちに抜本的見直し作業に着手し、速やかに完了すること。

２、見直しの結果を踏まえ、遅滞なく国の責任において整備するこ

と。

３、とりわけ関西文化学術研究都市への高速道路ネットワークとな

る城陽 八幡間については、速やかに整備すること。

自衛隊の多国籍軍参加に反対し、直ちにイラクから
の撤退を求める意見書
国連安全保障理事会はイラクに関して新しい決議を採択した。こ

の決議には、国連主導の枠組みでのイラク復興支援と、イラク国民

の意思に基づく新政府の樹立という国際社会の願いが反映されてい

る。同時に決議では、米、英の占領軍を 多国籍軍 と名称を変更

して、期限を示してイラクへ駐留することを決定した。

この間、イラクでは米、英を中心とした占領軍と、抵抗する勢力

との武力衝突が繰り返し発生している。イラクの真の復興のために

は、全ての外国の軍隊が撤退することが不可欠で、そのために必要

な措置がとられなければならない。しかし、小泉首相は日米首脳会

談において 多国籍軍 への参加を表明した。これは明白な憲法違

反であり、断じて認められない。よって下記の点について、実現さ

れるよう要望する。

記

１、 多国籍軍 に自衛隊を参加させないこと。

２、イラクから自衛隊を速やかに撤退させること。
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